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指定管理者候補者の選定結果について 

東区役所地域課所管のコミュニティ施設について、施設の設置目的をより効果的・効率的に

達成するため、以下のとおり候補者を選定しました。 

施設名及び所在地 指定管理者（候補者） 

新潟市下山コミュニティハウス 

新潟市東区下山1丁目121番地 

下山地区コミュニティ協議会 

代表者  会長 岩瀬 仁司 

住 所  新潟市東区下山1丁目121番地 

新潟市石山南まちづくりセンター 

新潟市東区石山2丁目2番38号 

石山南まちづくりセンター管理運営委員会 

代表者  会長 嶋田 正章 

住 所  新潟市東区石山2丁目2番38号

新潟市大形まちづくりセンター 

新潟市東区海老ケ瀬615番地1 

大形地区コミュニティ協議会 

代表者  会長 滝澤 莞爾 

住 所  新潟市東区海老ケ瀬615番地1 

選定理由等

施設の概要 

上記は、市内に設置されたコミュニティ施設のうち、東区役所地域課所管

の３施設です。これらの施設には、ホールや会議室等が設置され、地域住

民の連帯感を高め、住みよい地域社会づくりを推進する拠点となっていま

す。 

指定期間（予定） 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

募集形態 非公募 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

評価会議（第１回） 

委員  若槻 勲   

（東山の下地区コミュニティ協議会会長） 

委員  高橋 まり子 

（新潟市中地区公民館運営審議会委員（東区自治協議会委員））

委員  白井 俊和  

（新潟市東区社会福祉協議会事務局長） 

評価会議（第２回） 

委員  岡村 登  

（東山の下地区コミュニティ協議会管理運営委員長） 

委員  高橋 まり子 

（新潟市中地区公民館運営審議会委員（東区自治協議会委員））

委員  白井 俊和  

（新潟市東区社会福祉協議会事務局長） 

総 務 常 任 委 員 会 

令和元年 12 月 13 日 

東 区 役 所 地 域 課 

議案第１１８号資料 
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選定基準・ 

評価項目 

Ⅰ 選定基準・評価項目  

 １ 施設の平等利用の確保  

   (1)団体について  

   (2)施設の管理方法  

 ２ 施設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減が図られる  

(3)事業提案内容  

(4)サービス向上に向けた取り組み  

(5)要望や苦情への対応  

(6)予算の範囲内での適正な執行  

 ３ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力  

(7)安全確保・災害時の対応  

(8)地域貢献活動  

(9)従事者の雇用・労働条件  

(10)個人情報保護の取り組み・関係法令の遵守  

 ４ 総合評価  

Ⅱ 評価  

   適・否で評価（個別項目・総合評価） 

評価会議に 

おける評価 

新潟市東区コミュニティ施設指定管理者申請者評価会議では、申請者か

ら提出された事業計画書等の資料に基づき評価を行い、申請のあった３団

体について「適」と評価されました。 

選定理由 

評価会議における評価結果をもとに東区役所地域課において検討した結

果、申請者は指定管理者としての業務遂行能力を有することから、指定管

理者候補者に選定することにしました。 

スケジュール 

評価会議（第１回） 令和元年 ９月４日 

申請者への説明   令和元年 ９月４日～令和元年９月１８日 

指定申請書の受付  令和元年 ９月４日～令和元年９月１８日 

評価会議（第２回） 令和元年１０月３日 
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【参考】現指定管理期間の評価

施設名 指定管理者 総評 

新潟市下山コ

ミュニティハ

ウス

下山地区コミュ

ニティ協議会

・地域のコミュニティ協議会が指定管理者として管理運営に

努めているが、広報紙で活動紹介を行うなど地域団体が指定

管理者として管理運営することで地域活動の中心としてコ

ミュニティ施設が機能している。 

・様々な自主事業に取り組むほか、施設内の管理が行き届い

ているため、市内コミュニティ施設の中で利用率が高い施設

のひとつである。 

・小学生の施設見学の受け入れや地域の子ども達の作品を施

設に掲示する等、地域の学校・保育園や各種団体との連携も

積極的に図られている。 

・指定管理者として優良と評価できる。 

新潟市石山南

まちづくりセ

ンター

石山南まちづく

りセンター管理

運営委員会

・江南、南中野山両小学校区のコミュニティ協議会から選出

された代表者で構成された管理運営委員会で指定管理を行

っており、それぞれのコミュニティ協議会の事務所が置か

れ、地域活動の中心としての機能を有している。 

・平成２６年度の開設以来利用率が上昇しており、市内コミ

ュニティ施設の中でも利用率が高い施設となった。 

・様々な自主事業を実施し多くの参加者を集めているが、部

屋別の利用率を分析したり、利用者懇談会でニーズを把握す

るなど、更なる利用率の向上に取り組んでいる。 

・指定管理者として優良と評価できる。 

新潟市大形ま

ちづくりセン

ター

大形地区コミュ

ニティ協議会

・地域のコミュニティ協議会が指定管理を行い、地域に密着

した運営を行っている。 

・ウオークラリーなどを通じて地域の交流を深めるほか、地

域に移管された大形公民館の機能を引き継ぎ、文化祭を開催

するなど文化活動の中心としての活動も行っている。 

・意見箱、利用者アンケートだけでなく、年２回の利用者懇

談会を開催して利用者のニーズを把握するとともに、新潟県

立大学との交流を行うなど地域に根差した施設としての取

り組みを行っている。 

・指定管理者として優良と評価できる。 
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新潟市東区コミュニティ施設指定管理者申請者評価結果 

（a）新潟市下山コミュニティハウス   【下山地区コミュニティ協議会】 

（b）新潟市石山南まちづくりセンター  【石山南まちづくりセンター管理運営委員会】 

（c）新潟市大形まちづくりセンター  【大形地区コミュニティ協議会】 

選定基準・評価項目 評価の内容 (a) (b) (c) 

 １ 施設の平等利用の確保  

評
価
項
目

(1)団体について 

地域に密着した団体であるか。 

新潟市のコミュニティ施策について理

解しているか。 

適 適 適 

(2)施設の管理方法 
事業計画書に定める施設の管理方法は

適切か。 
適 適 適 

 ２ 施設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減が図られる   

評
価
項
目

(3)事業提案内容 

事業計画が具体的で実現可能な内容

か。 

施設や地域にとって有効な事業が計画

されているか。 

適 適 適 

(4)サービス向上に

向けた取り組み 

サービス向上に向けた具体的な取り組

みが提案されているか。 
適 適 適 

(5)要望や苦情への

対応 

施設に対する要望や苦情を受けるため

の仕組みが提案されているか。 
適 適 適 

(6)予算の範囲内で

の適正な執行 

予算の範囲内での適正な執行が見込ま

れるか。 

経費削減の取り組みが具体的に提案さ

れているか。 

適 適 適 

 ３ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力 

評
価
項
目

(7)安全確保・災害時

の対応 

利用者の安全確保のための対応が提示

されているか。 

災害時のマニュアル等が整備されてい

るか。 

適 適 適 

(8)地域貢献活動 
地域活動への参加などの取り組みが提

示されているか。 
適 適 適 

(9)従事者の雇用・労

働条件 

施設の管理運営に必要な人材・人数が

適正に見込まれているか。 

雇用・労働条件は適切か。 

適 適 適 

(10)個人情報保護の

取り組み・関係法

令の遵守 

個人情報保護のマニュアル等が整備さ

れているか。 
適 適 適 

総 合 評 価 適 適 適 
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指定管理者申請者事業計画書概要一覧 

施設名 新潟市下山コミュニティハウス 新潟市石山南まちづくりセンター 

団体名 下山地区コミュニティ協議会 石山南まちづくりセンター管理運営委員会 

1.団体について 

設立：H18.7.16 

組織体制：役員25名（会長以下19名、監事3名、顧問3名） 

下山小学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された

代表者により構成。 

下山コミュニティハウスの利用者が施設を平等に利用できるよう

にし、施設の有効利用と経費節減を図り、事業計画に沿って適正

に管理することを基本方針とする。 

設立：H25.9.24 

組織体制：役員10名（会長以下8名、監事2名） 

南中野山小学校区コミュニティ協議会、江南小学校区コミュニティ

協議会から選出された代表者により構成。 

石山南まちづくりセンターの利用者が施設を平等に利用できるよ

うにし、施設の有効利用と経費節減を図り、事業計画に沿って適正

に管理することを基本方針とする。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に務める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹底

⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、設

備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ報

告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・みんなの茶の間・下山 

・チャリティ茶会 

・クリスマスコンサート・料理教室・陶芸教室 

・郷土史講演会

・健康ウォーキング「石山健康あるこう会」 

・「石山南カーリンコンクラブ」 

・「石山健幸麻雀教室」 

・「石山健幸教室」 

4.サービス向上に向けた

取り組み 

・コミ協広報紙で施設の活動を紹介し、積極的に広報活動に取り

組む 

・年12回の定例会を実施して、施設管理におけるスキルアップを

目指す 

・年4回役員会議を実施して、役員間での情報共有及び施設の管理

運営におけるサービス向上を目指す 

・年1回広報紙を発行 

5.要望や苦情への対応 

・意見箱の設置 

・利用者アンケートを適宜実施 

・利用者懇談会を年1回実施 

・意見箱の設置 

・利用者アンケートを随時実施 

・利用者懇談会を年1回実施 

6.予算の範囲内での適正

な執行 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応 
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・下山ふれあい祭りの開催 

・交通安全フェア、ボランティア交流会の開催 

・避難所初期立ち上げ運営

・江南小学校区コミュニティ協議会「世代間交流会」に協賛 

・南中野山小学校区コミュニティ協議会「世代交流事業」に協賛 

・園芸センター記念公園愛護会の活動に施設の利用で協力

9.従事者の雇用・労働条件 

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時30分から午後1時30分 

②午後12時から午後5時 

③午後4時30分から午後9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1か月あたり110,800円 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時30分から午後3時 

②午後2時30分から午9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える 

・賃金：1時間あたり900円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入

10.個人情報保護の取り組

み、関係法令の遵守 

・マニュアルの作成 

・年12回の定例会の中で内部研修を実施 

・マニュアルの作成 

・年1回内部研修を実施 
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施設名 新潟市大形まちづくりセンター 

団体名 大形地区コミュニティ協議会 

1.団体について 

設立：H18.7.1 

組織体制：役員9名（会長以下7名、監事2名） 事務員1名 

大形小学校区の自治会・町内会及び関係諸団体等から選出された

代表者により構成。 

大形まちづくりセンターの利用者が施設を平等に利用できるよう

にし、施設の有効利用と経費節減を図り、事業計画に沿って適正

に管理することを基本方針とする。 

2.施設の管理方法 

運営に関する業務 

1．日常業務 

①利用受付 ②利用料金の徴収、還付 ③来館者の確認、記録 ④

日報の作成 ⑤トラブル対応 ⑥個人情報の保護、守秘義務の徹

底 ⑦適正利用の指導 ⑧条例で定める規定による退去命令 

2．月間業務 

①予算執行状況を取りまとめ、区へ報告。 

②利用の許可及び利用状況を取りまとめ、区へ報告。 

3．年間業務 

①収支決算書・事業報告書を作成し指定管理料の精算を行う。 

②職員研修を行い接遇マナーの向上に努める。 

③管理運営会議を開催し、管理運営体制の構築を図る。 

④問題が生じた場合問題の早期解決に努める。 

⑤休館日又は開館時間を変更する場合市長の承認を受ける。 

⑥利用料金に関することは市長の承認を受ける。 

⑦施設の管理運営上、市長が必要と認めた業務について行う。 

維持管理に関する業務 

1．日常業務 

①施設及び設備等の維持管理 ②開錠、施錠等の管理 ③建物、

設備、物品等の管理 ④整理整頓、清掃、安全点検 

2．月間業務 

①定期的に屋内外の安全点検を実施し不備等がある場合は、区へ

報告を行う。 

3.自主事業提案内容 

・文化祭 

・護身術講習会 

・懇談会 

・各種イベント受付（おはよう朝ごはん料理教室、ウォークラリ

ー、親子料理教室、婦人防火部研修会）

4.サービス向上に向けた

取り組み 

・利用者の拡大と情報発信を図るためコミ協広報紙での施設の活

動の紹介 

・年4回内部研修を実施 

・年4回管理運営に関する会議を実施 

5.要望や苦情への対応 

・意見箱の設置 

・利用者アンケートを年2回実施 

・利用者懇談会を年2回実施 

6.予算の範囲内での適正

な執行 

・必要の無い箇所の消灯 

・空調の温度管理 

・裏紙の再利用など消耗品の消費を抑える 

7.安全確保・災害時の対応 
・災害対策マニュアル作成 

・年2回避難訓練等実施 

8.地域貢献活動 

・コミュニティ協議会主催のイベント関連の受付業務 

・「ふれあいの集い」開催への協力（会場提供） 

9.従事者の雇用・労働条件 

管理人3名雇用（常時1名勤務） 

①午前8時30分から午後3時15分 

②午後2時45分から午後9時30分 

・休日：毎週１日以上の休日を与える  

・賃金：1時間あたり1,050円（時給制） 

・時間外勤務手当：時間外勤務発生時に関係法令に基づき支払い 

・年次有給休暇：関係法令に基づき年次有給休暇を与える 

・労働保険への加入 

10.個人情報保護の取り組

み、関係法令の遵守 

・マニュアルの作成 

・年4回内部研修を実施 



    指定管理者収支計画書一覧
収入 （単位：円）

下山コミュニティハウス 石山南まちづくりセンター 大形まちづくりセンター

下山地区
コミュニティ協議会

石山南
まちづくりセンター
管理運営委員会

大形地区
コミュニティ協議会

新潟市からの指定管理料 5,870,620 6,772,609 4,387,000

利用料金 1,822,000 1,950,000 650,000

その他 1,273,000 1,835,301 693,238

(その他の内繰越金) （606千円) （1,093千円) (543千円)

収入合計 8,965,620 10,557,910 5,730,238

支出

下山コミュニティハウス 石山南まちづくりセンター 大形まちづくりセンター

下山地区
コミュニティ協議会

石山南
まちづくりセンター
管理運営委員会

大形地区
コミュニティ協議会

人件費 4,797,000 4,617,000 4,397,000

管理費 1,903,620 2,815,609 250,000

事務費 1,051,000 1,466,000 445,000

事業費 560,000 360,000 570,000

その他 654,000 1,299,301 68,238

備考

光熱水費及び外部委
託料の一部について
は、スポーツセン
ターの指定管理者が
一括で契約し支払う
ため、コミュニティ
ハウスの指定管理者
の支払はなし。

光熱水費、外部委託
料は連絡所と一括で
契約し支払うため、
指定管理者としての
支払はなし。

支出合計 8,965,620 10,557,910 5,730,238
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